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【ＦＩ】
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   Ｃ２３Ｃ   22/34     　　　　
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【手続補正書】
【提出日】令和3年3月8日(2021.3.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも部分的に亜鉛表面を有する金属部品を含む一連の金属部品を防食処理するた
めの方法であって、該方法において、前記一連の金属部品は連続的に次の湿式化学処理工
程：
（Ｉ）Ｄ５０値が３μｍ未満であり、リン酸塩を含む無機粒子成分を有するアルカリ性水
性分散液と接触させることによる活性化であって、これらのリン酸塩の全体が、少なくと
も部分的にホープアイト、フォスフォフィライト、ショルザイト、および／またはハーロ
ライトで構成される、活性化；
（ＩＩ）
　（ａ）５～５０ｇ／ｋｇのリン酸イオン、
　（ｂ）０．３～３ｇ／ｋｇの亜鉛イオン、および
　（ｃ）少なくとも１つの遊離フッ化物の供給源
を含有する酸性水性組成物との接触によるリン酸亜鉛処理
を受け、前記活性化の前記アルカリ性水性分散液の前記無機粒子成分中、ｍｍｏｌ／ｋｇ
単位での前記リン酸塩の濃度の、それぞれの場合において前記リン酸亜鉛処理の前記酸性
水性組成物中の、それぞれの場合においてｍｍｏｌ／ｋｇ単位での、前記遊離フッ化物の
濃度とケイ素の濃度との合計に対する商が、０．５超であることを特徴とする、方法。
【請求項２】
　前記アルカリ性水性分散液の前記無機粒子成分に基づくリン酸塩の割合が、ＰＯ４とし
て計算して、少なくとも３０重量％、特に好ましくは少なくとも３５重量％、より特に好
ましくは少なくとも４０重量％であることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記活性化における前記アルカリ性水性分散液の前記無機粒子成分中の亜鉛の割合が、
少なくとも２０重量％、好ましくは少なくとも３０重量％、特に好ましくは少なくとも４
０重量％であることを特徴とする、請求項１または２に記載の方法。
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【請求項４】
　前記活性化における前記アルカリ性水性分散液の前記無機粒子成分中のチタンの割合が
、５重量％未満、特に好ましくは１重量％未満、より特に好ましくは１０ｍｇ／ｋｇ未満
のチタンが前記活性化の前記アルカリ性水性分散液中に含有されることを特徴とする、請
求項１～３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　前記活性化における前記アルカリ性水性分散液の前記無機粒子成分からのリン酸塩の量
が、ＰＯ４として計算され、前記分散液に基づいて、少なくとも４０ｍｇ／ｋｇ、好まし
くは少なくとも８０ｍｇ／ｋｇ、特に好ましくは少なくとも１５０ｍｇ／ｋｇであること
を特徴とする、請求項１～４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記活性化における前記アルカリ性水性分散液のｐＨが、８超、好ましくは９超である
が、好ましくは１２未満、特に好ましくは１１未満であることを特徴とする、請求項１～
５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　前記遊離フッ化物の供給源として、元素ケイ素の複合フッ化物が前記リン酸亜鉛処理の
前記酸性水性組成物中に含有されることを特徴とする、請求項１～６のいずれかに記載の
方法。
【請求項８】
　水に溶解した形態のケイ素の濃度が、少なくとも０．５ｍｍｏｌ／ｋｇ、好ましくは少
なくとも１ｍｍｏｌ／ｋｇであるが、好ましくは６ｍｍｏｌ／ｋｇ未満であることを特徴
とする、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記リン酸亜鉛処理の前記酸性水性組成物中の前記遊離酸が、少なくとも０．４ポイン
トであるが、好ましくは３ポイント以下、特に好ましくは２ポイント以下であることを特
徴とする、請求項１～８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　前記リン酸亜鉛処理の前記酸性水性組成物中の遊離フッ化物の濃度が、少なくとも０．
５ｍｍｏｌ／ｋｇ、好ましくは少なくとも２ｍｍｏｌ／ｋｇであるが、好ましくは８ｍｍ
ｏｌ／ｋｇ未満であることを特徴とする、請求項１～９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　前記活性化と前記リン酸亜鉛処理との間にすすぎ工程も乾燥工程も行われないことを特
徴とする、請求項１～１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　一連の部品において、少なくとも１つのアルミニウム表面を有する部品も処理されるこ
とを特徴とする、請求項１～１１のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　中間すすぎおよび／または乾燥工程を伴うか、または伴わない、好ましくはすすぎ工程
を伴い、かつ乾燥工程を伴わない、リン酸亜鉛処理の後に、浸漬コーティング、好ましく
は電着塗装、特に好ましくは陰極電着塗装が続くことを特徴とする、請求項１～１２のい
ずれかに記載の方法。
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